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令和８年度シティ・プロモーションイベント出展等事業

公募型プロポーザル実施要領

１．業務概要

（１）業務名

令和８年度シティ・プロモーションイベント出展等事業

（２）業務の趣旨・目的

本プロポーザルは、本町が取り組むシティ・プロモーションの推進に向けて、

本町の広報キャラクター「京町セイカ」を活用したプロモーションイベントへの

出展等を実施するにあたり、各業務に関する一括した提案を受け、最も優れた企

画力・発想力・業務遂行能力を持つ事業者を選定するために実施するものである。

（３）業務期間

契約締結日～令和８年１０月３１日

（４）業務内容

「企画提案仕様書」のとおり

（５）委託上限額

３，０１２，０００円（消費税及び地方消費税を含まない）

２．参加資格要件

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ないこと。

（２）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てをし

た者であっては更生計画の認可がなされていない者、会社更生法（平成１４年法

律第１５４号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認

可がなされていない者でないこと。

（３）物品等の供給（物品の製造の請負、売買、賃借及び印刷製本の業務をいう。）

及び役務の提供に関する精華町入札参加資格を有していること。

（４）企画提案募集に係る公告の日から優先交渉事業者の選定の日までの期間に、精

華町又は京都府の指名停止措置を受けていないこと。なお、指名停止措置に至っ

たときは、必ず申し出ること。

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以

下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

に該当しないほか、次に掲げる者に該当しないこと。

ア 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）
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イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が

暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与え

る目的をもって暴力団の利用等をしている者

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接

的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者

キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて企画提案に参加しようと

する者

（６）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅か

すおそれのある団体に属する者に該当しないこと。

３．参加手続き

（１）担当部署及び問い合わせ先

〒６１９－０２８５ 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻７０番地

精華町事業部商工推進室

電 話：０７７４－３４－０２３４

ＦＡＸ：０７７４－９５－３９７３

電子メールアドレス：shoukou@town.seika.lg.jp
（２）募集要領等の配布

ア 配布期間：公募開始日から令和８年６月１５日（月）まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで）

イ 配布場所及び受付場所

上記（１）の担当部署で配布するほか、町ホームページ内の本業務に係る記

事からダウンロードできる。 (https://www.town.seika.kyoto.jp）

（３）参加申込書の提出方法

ア 提出書類：「参加申込書」、「プロポーザル参加申込受付票」

イ 提出期限：令和８年６月１２日（金）から令和８年６月１５日（月）まで

※提出期限到来後に到着した提出書類は無効とする。

ウ 提出場所：（１）に同じ。

エ 提出方法：持参（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時ま

で。ただし正午から午後 1 時を除く）又は郵送（書留郵便に限る。提出期限内

に必着）
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４．質疑・回答

（１）受 付 期 間：公募開始日から令和８年６月９日（水）午後５時必着まで

（２）質 疑 方 法：持参又は、郵便、電子メールにより、３（１）へ提出すること。

（郵便及び電子メールの場合は、提出時に電話にてその旨連絡す

ること。）

（３）質疑様式等：様式は任意とするが、次の点に留意して記載すること。

ア 件名は「（１（１）の業務名）に関する質問」とすること。

イ 質問者の会社名、部署名、担当者の役職・氏名、電話番号及び電子メールア

ドレスを記載すること。

ウ 質問内容を端的に表す表題を本文に記載すること。

（４）回 答 方 法：質問への回答は町ホームページ(https://www.town.seika.kyoto.

jp)内の本業務に係る記事に掲示し、個別には回答しない。

５．企画提案書等の提出

（１）提出書類

ア 企画提案書 ４部

※Ａ４版とし、様式ページ数は特に定めない。

※別添「企画提案仕様書」の業務内容に準じて項目ごとの企画内容、提案事

項、スケジュール、人員配置等を図や表を用いて作成すること。

※以下の要件を満たす提案書を作成すること。

１．提案概要・コンセプト

２．業務工程表

３．業務体制

４．特記事項

イ 価格提案書（見積書） １部

※内訳明細書（経費内訳がわかるもの）を添付すること。

※価格提案書は、消費税及び地方消費税を除く金額を記載すること。

※契約決定は、この金額に１００分の１０に相当する金額を加算した金額

（この金額に１円未満の端数が生じた時は、その端数金額を切り捨てる。）

により行う。

ウ 会社概要（会社パンフレットも可） １部

エ 業務実績（様式は任意、会社パンフレットも可） １部

オ 本町との取引実績書（様式は任意、契約年度及び業務名を記載のこと）１部
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（２）提出期限等

ア 提出期限：令和８年６月２２日（月）まで（午後５時【必着】）

イ 提出場所：３（１）に同じ。

ウ 提出方法：持参（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時ま

で、ただし正午から午後 1 時を除く）又は郵送（書留郵便に限

る。）

（３）提出された応募書類の取扱い

ア 提出された企画提案書は、本プロポーザルにおける契約の相手方の候補者の

選定以外の目的では使用しない。ただし、公文書公開請求があった場合は、精

華町情報公開条例に基づき取り扱うこととする。

イ 提出のあった企画提案書は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製を

行うことがある。

ウ 提出された応募書類は返却しない。

エ 企画提案書等の著作権は、提案者に帰属する。

オ 企画提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護さ

れる第三者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案

者が負う。

６．評価方法等

（１）評価基準

別紙「評価基準」のとおり

（２）プレゼンテーション及びヒアリングの実施

企画提案書の内容について、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する。

時間、場所については、別途通知する。

（３）評価方法

評価基準に基づいて、審査委員会による企画提案の内容・実施能力等に関する

評価（以下「企画点」という。）及び価格に関する評価（以下「価格点」とい

う。）を合計した総合評価点を比較し、審議のうえ優先交渉事業者を選定する。

（４）優先交渉事業者の選定方法

ア 失格者を除いた者の内、（３）の総合評価点が最も高い者を、契約の相手方

としての優先交渉事業者として選定する。

イ 優先交渉事業者の選定

・総合評価点の最高得点者が複数生じた場合は、価格点が最も高い者を優先

交渉事業者に決定する。なお、価格点も同点の場合については、当該者は、
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当初提案の金額の範囲内で価格提案書を再作成し、再提出された価格提案

書の金額が最も安価な者を優先交渉事業者として選定する。

・提案者が１者の場合もプロポーザルは実施する。ただし、評価結果におい

て企画点が最低基準を満たさない場合は、優先交渉事業者としない。

（５）その他

次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。

ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合

イ 本募集要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場

合

ウ 価格提案書（見積書）の金額（消費税及び地方消費税を含まない）が１（５）

の委託上限額を超える場合

エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合

オ 評価に係る審査委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合

カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合

７．選定結果の通知・公表

候補者選定後、参加者全員に選定結果を通知する。また、下記項目において町ホー

ムページにおいて公表する。

（１）公表事項

ア 優先交渉事業者の名称及び総合評価点

イ ア以外の参加者の名称及び総合評価点

※ア以外の参加者の名称は五十音順、総合評価点は点数順で表記する。

８．契約手続

（１）選定した優先交渉事業者と町とが協議し、本業務に係る仕様を確定させたうえ

で、契約を締結する。

（２）仕様書の内容は、提案された内容が基本となり、契約額は、原則として価格提

案書（見積書）の金額に１００分の１０に相当する金額を加算した金額（この金

額に１円未満の端数が生じた時は、その端数金額を切り捨てる。）によるものと

するが、優先交渉事業者と町との協議により必要に応じて内容を変更したうえで、

委託上限額金額に１００分の１０に相当する金額を加算した金額の範囲内で契約

を締結するため、契約額は価格提案書（見積書）の金額に１００分の１０に相当

する金額を加算した金額（この金額に１円未満の端数が生じた時は、その端数金

額を切り捨てる。）と同じになるとは限らない。業務内容の変更、業務量の増減
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等がある場合は、改めて見積書の提出を依頼する。

（３）選定した優先交渉事業者と町との間で行う仕様の詳細事項について、協議が整

わない場合や特別な事情等により契約を締結しない場合は、評価結果において総

合評価点が次に高い提案者（最低基準を満たした者に限る）と協議を行うことと

する。

（４）受託者は契約金額の１００分の１０の額の契約保証金を契約と同時に納付しな

ければならない。ただし、精華町契約規則（平成１５年規則第２８号）第１５条

の３第１項各号のいずれかに該当する場合は契約保証金を免除する。

（５）契約代金の支払いは、原則として精算払いとする。

９．その他

（１）参加申込書の提出後に辞退する場合は、書面により届け出るものとする。

（２）企画提案書及び価格提案書については、１者につき１提案に限る。

（３）提出期限後の企画提案書及び価格提案書の差替、訂正、再提出をすることはで

きない。ただし、町から指示があった場合を除く。

（４）参加申込書を提出した後、町が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める

ことがある。

（５）提出書類の作成、提出、ヒアリング及びプレゼンテーション等に要する経費は、

提案者の負担とする。

（６）書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時

及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位とする。

１０．プロポーザル実施日程

（１）質問受付期限 令和８年６月 ９日（火）まで

（２）参加申込受付期間 令和８年６月１２日（金）から

令和８年６月１５日（月）まで

（３）企画提案書提出期限 令和８年６月２２日（月）まで

（４）ヒアリング実施 令和８年６月２９日（月）から

（右期間内で設定） 令和８年６月３０日（火）まで

（５）結果通知予定日 令和８年７月 １日（水）予定


